
 

福岡市立東市民センター，福岡市千早音楽・演劇練習場 

及び市営千早駅前駐車場 施設管理運営評価委員会の評価方法について 

 

 

１ 評価について 

 （1）福岡市立東市民センター，福岡市千早音楽・演劇練習場及び市営千早駅前駐車場 

施設管理運営評価委員会（以下「評価委員会」と記載します。）の設置 

    施設の管理運営に係る客観的評価を行うため，外部委員を中心とした評価委員会（外部 

委員４名，市職員１名の計５名の委員で構成）を設置し，令和３年度（令和３年４月１日～

令和４年３月３１日）を対象期間として，評価を実施した。 

    

（2）評価委員会での評価方法 

    指定管理者から提出された令和３年度事業報告書，収支決算書，自己評価書等に基づき， 

評価委員会が指定管理者からヒアリング（聞き取り）を直接行うことにより評価を行った。 

 

 （３）市の最終評価 

    評価委員会の評価結果等を踏まえ，市の総合評価及び所見を作成した。 

 

２ 評価項目等 

  評価は評価基準の項目を定めて行った。（評価項目は評価結果に記載。） 

 

３ 総合評価 

  ５～１の５段階評価で総合評価ならびに所見を記載。  

 

ランク 判   断   基   準 

５ 目標や計画より特に優れた成果を挙げている。 

４ 目標や計画より優れて達成できている 

３ 目標や計画どおり達成した（基準点） 

２ 達成できていない面がある 

１ 達成できていない 

 

4 対象施設 

  福岡市立東市民センター，福岡市千早音楽・演劇練習場及び市営千早駅前駐車場 


